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特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令の運用について
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第１章 総則関係

第１ 適性評価に関する事務に関与することができる者

特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６年防衛省訓

令第６５号。以下「訓令」という。）第３条第１項に規定する「適性評価に関す

る事務」とは、訓令第２章第３節及び第３章第３節に規定する調査の実施、訓令

第２１条及び第４５条に規定する評価結果に係る手続並びに訓令第２章第７節及

び第３章第７節に規定する適性評価の実施状況の記録をいう。

第２ 留意事項

訓令第４条第１項に規定するとおり、評価対象者の選定は過不足なく必要な者

に範囲を限って行うようにしなければならない。例えば、関連業務を行う見込み

が全くない者を将来の事情変更に備えて念のため評価対象者にしておくなど、過

度に広く範囲を設定することは許されない。一方で、範囲を過度に狭く設定し、

業務上必要な者が必要な場面で特定秘密を取り扱えなくなることも問題であり、

双方の観点から慎重な検討が求められる。

第２章 本省職員についての適性評価の実施関係

第１ 適性評価の実施体制

１ 訓令第５条中の表の左欄に掲げる本省職員に、右欄に掲げる者が含まれる場

合、その者の適性評価について、訓令第３条第２項の規定によりその者が関与

することができない事務については、その者の直近下位の者が代理するものと

する。

２ 訓令第６条に規定する適性評価実施担当者の指名は、付紙第１号様式により

行うものとする。

３ 訓令第６条の規定に基づき適性評価実施責任者が適性評価実施担当者を指名

するに当たっては、原則として、適性評価実施責任者が適性評価の実施に関す

る事務を総括する機関等に所属する者から指名するものとする。ただし、適性



評価実施責任者が特に必要があると認める場合はその限りでない。

第２ 評価対象者の選定並びに適性評価の実施についての告知及び同意

１ 名簿の提出

⑴ 特定秘密管理者は、訓令第７条第１項の規定に基づき候補者名簿を作成す

る際、自らについても登載するものとする。

⑵ 特定秘密管理者は、候補者名簿の作成の時点で本省職員である者のほか、

本省職員として特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれる者であって

採用が予定されているものを候補者名簿に登載することができる。この場合

において、例えば、他省庁等の職員が本省職員に採用される場合又は本省職

員であった者が任命権者の要請に応じ他省庁等に出向した後、引き続いて本

省職員に採用される場合に特定秘密の取扱いの業務を行うときは、これらの

者の異動が確実になった時点から候補者名簿に登載できるものとする。

⑶ 本省職員としての採用が予定されている者（前項後段に掲げる場合を除

く。）については、採用後直ちに特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込

まれる場合を除き、採用前には適性評価を実施しないものとする。

⑷ 特定秘密管理者は、第２号に規定する「本省職員として特定秘密の取扱い

の業務を行うことが見込まれる者」に該当するか否かの判断を含め、候補者

名簿に本省職員を登載するか否かの判断を行うに当たって、訓令第６０条の

規定に基づき適性評価実施責任者に問い合わせることができる。

⑸ 訓令第７条第２項の規定による通知は、付紙第２号様式により行うものと

する。

⑹ 第２号及び第４号の規定は、防衛政策局長による訓令第７条第３項の規定

に基づく候補者名簿の作成に準用する。

⑺ 適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすお

それがないと認められ、退職の時点において当該適性評価の結果の通知の日

から５年を経過していない本省職員が、退職後すみやかに防衛大臣補佐官等、

予備自衛官、即応予備自衛官若しくは自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）

第４１条の２第１項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員に任命されたと

き又は同法第４５条の２第１項の規定により引き続き採用されたときは、こ

れらの者を候補者名簿に登載することを要しない。

２ 名簿の承認

⑴ 訓令第８条第１項の規定による申請は、付紙第３号様式により行うものと

する。

⑵ 適性評価実施責任者は、訓令第８条第１項の規定に基づき、候補者名簿に

登載された本省職員について適性評価を実施する必要があると認めなかった

ときは、訓令第８条第２項に規定する通知によりその旨を特定秘密管理者に



通知するものとする。ただし、候補者名簿に登載された本省職員が防衛大臣

補佐官等である場合には、防衛政策局長に通知するものとする。

⑶ 適性評価実施責任者は、候補者名簿に登載された本省職員について適性評

価を実施する必要があると認められないと考えるときは、訓令第６０条の規

定に基づき、特定秘密管理者に当該本省職員が担当する業務の詳細などにつ

き問い合わせることができる。ただし、当該本省職員が防衛大臣補佐官等で

ある場合には、防衛政策局長に問い合わせるものとする。

⑷ 訓令第８条第２項の規定による通知は、付紙第４号様式により行うものと

する。

３ 評価対象者に対する告知

⑴ 適性評価実施担当者は、訓令第９条の規定に基づき評価対象者に「適性評

価の実施に当たってのお知らせ（告知書）」を交付するときは、併せて、同

意書、不同意書、同意の取下書及び質問票を交付するものとする。その際、

事務連絡等により、本人確認書類、旅券の写し等必要な資料の提出や、書面

による提出時に封筒（不透明質のものに限る。以下同じ。）に確実に封をす

ること及び電磁的記録による提出時に、適切な情報セキュリティ対策を講じ

ること等を求めるものとする。

⑵ 前号の規定による書類（電磁的記録を含む。以下同じ。）の交付は、手交、

郵送、電子メールでの送信その他の適当な方法により行うことができる。

⑶ 評価対象者は、第１号に掲げる書類は、書面又は電磁的記録により提出す

るものとする。

⑷ 適性評価実施担当者は、第三者を介して前号に掲げる書類の提出を受ける

ことができる。この場合において、適性評価実施担当者は、評価対象者に対

し、提出される書類の記載又は記録内容が第三者に知られることのないよう

適切な措置を講じさせるものとする。

４ 評価対象者の同意等

⑴ 適性評価実施担当者は、評価対象者が海外で勤務しているため同意書が到

達するまでに時間を要する場合や、速やかに適性評価を実施する必要がある

場合においては、評価対象者から同意書を発出したとの連絡があった時点か

ら調査を開始することができる。

⑵ 訓令第１０条第３項の規定による申出は、評価対象者が、その氏名、生年

月日、所属する部署、役職名、連絡先、変更を希望する旨を記載し、又は記

録した書面又は電磁的記録を適性評価実施担当者に提出することにより行う

ものとする。

５ 評価対象者の不同意等

⑴ 訓令第１１条第１項の規定による報告は、付紙第５号様式により行うもの



とする。

⑵ 訓令第１１条第１項に規定する「評価対象者から同意書若しくは不同意書

の提出を受けられなかったとき」には、「適性評価の実施についての同意書

」及び「公務所又は公私の団体への照会等についての同意書」のうちいずれ

かの提出が得られない場合を含むものとする。

⑶ 適性評価実施担当者は、評価対象者から同意書若しくは不同意書の提出を

受けられないときは、当該評価対象者に対し、同意するか否かについて意思

を明らかにするよう求めるとともに、その後相当の期間を経過してもなお評

価対象者が意思を示さない場合には同意を得られなかったものとして扱う旨

を伝達するものとする。この場合において、適性評価実施担当者は、当該評

価対象者とのやり取りを文書化し、第４章第１第２項第２号に規定する文書

として保存するものとする。

⑷ 訓令第１１条第３項の規定による通知は、付紙第６号様式により行うもの

とする。

６ 評価対象者の同意の取下げ

⑴ 訓令第１２条第２項の規定による報告は、付紙第７号様式により行うもの

とする。

⑵ 訓令第１２条第４項の規定による通知は、付紙第８号様式により行うもの

とする。

第３ 調査の実施

１ 評価対象者による質問票の提出等

⑴ 訓令第１３条第１項に規定する資料の提出については、質問票３（１０）

に「ある」と回答した評価対象者は旅券の写しを提出することを原則とし、

適性評価実施担当者は、その旨を第２第３項第１号に規定する事務連絡等に

より評価対象者に伝達するものとする。ただし、評価対象者が海外で勤務し

ている等の事情により、速やかに旅券の写しを提出することが困難な場合に

は、この限りでない。

⑵ 適性評価実施担当者は、訓令第１３条第２項に規定する求めを行った上で、

質問票の記載内容又は記録状況を確認し、不備がある場合には、評価対象者

に対して再度の提出又は補正を求めるものとする。

⑶ 前号に規定する場合において、不備が形式的又は軽微なものであるときは、

評価対象者に電話等を通じて確認し、聴取した内容を文書化した上で、質問

票に添付することにより補正することができる。この場合において、提出さ

れた質問票それ自体に適性評価実施担当者が加除修正を記入し、又は記録す

ることは許されない。

⑷ 適性評価実施担当者は、前２号の規定による確認を電話により行う場合に



は、評価対象者本人や家族についての基本的事項を質問するなどして、本人

確認を行うものとする。

２ 上司等に対する質問等

⑴ 適性評価実施担当者は、訓令第１４条第１項に規定する「評価対象者の職

務の遂行状況等についてよく知ると認める上司等」を、評価対象者の上司、

人事担当者等の中から選定するものとする。

⑵ 適性評価実施担当者は、前号の規定による選定を行うに当たって、評価対

象者が所属する機関、部隊等の幹部職員等に対して意見を求めることができ

る。ただし、評価対象者が適性評価の対象となっていることは殊更に周知す

べきものではないことから、意見を求める者の範囲を必要最小限にとどめる

ものとする。

⑶ 適性評価実施担当者は、訓令第１４条第１項の規定に基づき調査票の提出

を求める際、事務連絡等により、書面による提出時に封筒に確実に封をする

こと及び電磁的記録による提出時に、適切な情報セキュリティ対策を講じる

こと等を求めるものとする。この場合において、調査票の交付は、手交、郵

送、電子メールでの送信その他の適当な方法により行うことができる。

⑷ 調査票については、記載者は書面又は電磁的記録により提出するものとす

る。

⑸ 適性評価実施担当者は、第三者を介して調査票の提出を受けることができ

る。この場合において、適性評価実施担当者は、調査票の記載者に対し、調

査票の記載内容又は記録内容が第三者に知られることのないよう適切な措置

を講じさせるものとする。

⑹ 適性評価実施担当者は、調査票に記載され、又は記録された内容を確認し、

不備がある場合には、調査票記載者に対し、補正を求めるものとする。この

場合における調査票の補正は、第１項第３号に準じて行うものとする。

⑺ 訓令第１４条第３項の規定に基づき関係者に対する質問を行うに当たって

は、関係者以外の者に、関係者への連絡の取次ぎや、対面で質問を行う際の

場所の確保を依頼することができる。ただし、連絡の取次ぎや場所の確保を

行う者に対し、質問の内容その他調査の内容にわたる事項を知らせてはなら

ない。

⑻ 関係者に対する質問は、あくまでも評価対象者本人に関するものに限られ、

例えば、評価対象者の思想、信条及び宗教や、家族の犯罪歴等、特定秘密の

保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。以下「法」という。）第１

２条第２項各号に掲げる調査事項に関係しない事項について質問することは

認められない。

⑼ 関係者に対する質問を行うに際し、関係者から求めがあったときは、評価



対象者が提出した「公務所又は公私の団体への照会等についての同意書」の

写しを提示し、又は交付するものとする。

３ 人事管理情報等による確認

⑴ 訓令第１５条に規定する「人事管理についての情報等」には、人事記録（

人事記録に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令第２５号）第２条に規定する

人事記録をいう。）、懲戒処分等の記録、秘密の保全に係る検査（秘密保全に

関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号）第４８条及び第４９条、特定

秘密の保護に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６４号）第３１条及び第

３２条並びに特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３

８号）第４７条及び第４８条に規定する検査をいう。）の記録、情報保証に

係る自己点検等（防衛省の情報保証に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第

１６０号）第５１条に規定する自己点検、同訓令第５２条に規定する監査、

同訓令第５３条に規定する特別監査及び同訓令第５４条に規定する報告をい

う。）の記録等が含まれる。

⑵ 適性評価実施担当者は、人事管理についての情報等による確認を行うに当

たっては、関係部署等に対して評価対象者に関する全ての情報を求めるので

はなく、必要な情報を特定した上で報告を求めるものとする。この際、口頭

で報告を受けることも排除されないが、その場合には、報告の経緯や内容を

文書化し、第４章第１第２項に規定する文書として保存するものとする。

⑶ 他の行政機関に対して人事管理についての情報等による確認を行うこと

は、法第１２条第４項に定める公務所等への照会に当たるが、行政機関間の

手続であることから、照会書の交付を省略することができる。

４ 評価対象者に対する面接等

⑴ 訓令第１６条に規定する面接は、対面で又は電話を通じて質問を行うこと

をいい、複数回行うことができる。ただし、電話を通じて質問を行うときは、

口頭による本人確認を行うほか、質疑応答の経緯、内容を文書化し、第４章

第１第２項に規定する文書として保存するものとする。

⑵ 評価対象者に対する面接を行うに当たっては、第三者に連絡の取次ぎや面

接場所の確保を依頼することができる。ただし、当該第三者に対して面接の

内容にわたる事項を知らせてはならない。

⑶ 訓令第１６条に規定する資料の提出の要求は、面接時に限らず、調査を実

施している間、随時行うことができる。

５ 公務所又は公私の団体に対する照会

⑴ 訓令第１７条第１項の規定による照会は、以下の手順で行うものとする。

ア 適性評価実施担当者は、調査において公務所等へ照会書を交付して照会

を行うことが必要と判断されるときは、適性評価実施責任者にその旨を報



告するものとする。

イ 適性評価実施責任者は、アの規定による報告に基づき、公務所等へ照会

を行う必要がある旨を防衛大臣に報告することを、付紙第９号様式により

防衛政策局長に依頼するものとする。

ウ 防衛政策局長は、イの規定による依頼に基づき、公務所等へ照会を行う

必要がある旨を防衛大臣に報告するものとする。

エ 防衛大臣は、前項の報告を踏まえ、公務所等に対する照会を行う。

オ エの規定による照会は、防衛政策局調査課情報保全企画室を通じて行う

ものとする。

⑵ 訓令第１７条第２項に規定する照会書については、照会先が、照会書を要

しないと明示的に意思表示した場合に限り、照会書を省略することができる。

ただし、国の行政機関の間の照会については、照会書の交付を求められたと

きに限り、これを交付すれば足りる。

６ 適性評価実施担当者証の携帯等

訓令第１８条に規定する適性評価実施担当者証については、適性評価実施担

当者を指名した適性評価実施責任者が、防衛大臣に対し、付紙第１０号様式に

よりその発行を依頼するものとする。

７ 手続の中止

訓令第１９条第２項の規定による報告は、付紙第１１号様式により行うもの

とする。

第４ 評価及び結果等の通知

１ 評価結果に係る手続

訓令第２１条第２項の規定による依頼は、付紙第１２号様式により行うもの

とする。

２ 特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者への結果の通知等

⑴ 適性評価実施担当者は、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者が

誓約書を適性評価実施担当者に提出する際、その写しを特定秘密管理者に提

出するよう求めるものとする。ただし、特定秘密を漏らすおそれがないと認

められた者が防衛大臣補佐官等である場合は、防衛政策局長に提出するよう

求めるものとする。

⑵ 特定秘密管理者又は防衛政策局長は、前号に規定する写しの提出を受ける

までの間は、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者に特定秘密の取

扱いの業務を行わせてはならない。

３ 特定秘密を漏らすおそれがないと認められなかった者への結果の通知等

特定秘密管理者は、適性評価の結果を受けて、評価対象者の配置換等が必要

と認めるときは、その旨を人事担当部署に連絡するものとする。



４ 特定秘密管理者への結果の通知等

訓令第２４条の規定による通知は、付紙第１３号様式により行うものとする。

５ 誓約書に基づく申出の徹底

特定秘密管理者は、特定秘密取扱職員が属する機関等で実施する特定秘密の

保護に関する教育等の機会を活用して、特定秘密取扱職員に訓令第２２条第２

項に規定する申出を徹底させるものとする。

第５ 苦情の申出とその処理

１ 苦情の申出等

⑴ 苦情受理窓口の職員は、訓令第２６条第１項に規定する苦情の申出があっ

たときは、苦情を処理するか否かは内容を確認した後に連絡する旨を苦情申

出者に伝えるものとする。この際、必要事項の記載漏れ又は記録漏れ等の軽

微な誤りがあった場合には、補正するよう苦情申出者に対して促すものとす

る。

⑵ 訓令第２６条第２項の規定による報告及び上申は、付紙第１４号様式によ

り行うものとする。

⑶ 訓令第２６条第４項の規定による苦情処理担当者の指名は、付紙第１５号

様式により行うものとする。

⑷ 苦情処理責任者は、苦情ごとに苦情処理担当者を指名するものとする。そ

の際、一つの苦情につき複数の適性評価実施担当者を指定することを妨げな

い。

⑸ 苦情受理窓口の職員、苦情処理担当者及び適性評価実施担当者については、

訓令第２６条第４項に規定する場合を除き、同一人であることを妨げない。

⑹ 訓令第２６条第６項の規定による通知は、付紙第１６号様式により行うも

のとする。

２ 苦情の処理の手続

訓令第２７条第４項の規定による上申は、付紙第１７号様式により行うもの

とする。

３ 苦情処理結果の通知等

⑴ 訓令第２８条第３項の規定による勧告、同条第４項の規定による報告、同

条第５項の規定による通知及び同条第６項の規定による通知の様式は、適宜

とする。

⑵ 訓令第２８条第６項の規定に基づき改めて適性評価を行う場合は、苦情申

出者に改めて告知を行い、その同意を得た上で適性評価を行うものとする。

その際、当該苦情申出者に対する調査に直接従事する適性評価実施担当者に

は、苦情の対象となった適性評価における調査に直接従事した適性評価実施



担当者と異なる者を充てるよう努めるものとする。

第６ 適性評価実施後の措置

１ 訓令第３０条第１項に規定する「把握に努める」とは、特定秘密取扱職員の

上司等が、当該職員が属する機関等で実施する当該職員の状況を把握する個別

面談等の機会を活用し、訓令第３０条第１項各号の事情が職務の内外を問わず

生じていないかどうかの確認を年１回以上行い、状況の変化の継続的な把握に

努めることをいう。

２ 訓令第３０条第３項に規定する連絡又は申出に係る事情が同条第１項第１号

から第８号までに掲げる事情に該当する場合には、原則として、当該事情は法

第１２条第１項第３号に規定する事情に該当するものと判断される。

３ 訓令第３０条第３項に規定する必要な措置は、次に掲げる措置を例として講

ずるものとする。

⑴ 本省職員に説明した上で、一時的に特定秘密の取扱いの業務を行わせない

こととすること

⑵ 一時的な配置換を行うこと

４ 訓令第３０条第３項の規定による通知は、付紙第１８号様式により行うもの

とする。

５ 特定秘密管理者は、訓令第３０条第３項の規定に基づき改めて適性評価を行

うときは、評価対象者を記載し、又は記録した候補者名簿を作成して適性評価

実施責任者に提出するものとする。この場合において、じ後の手続は、訓令第

２章第２節から第４節までの規定に基づき行うものとする。

６ 訓令第３０条第４項の規定による通知は、付紙第１９号様式により行うもの

とする。

第７ 適性評価の実施状況の記録

１ 訓令第３１条第１項に規定する帳簿の様式は、付紙第２０号様式のとおりと

する。

２ 訓令第３１条第２項に規定する帳簿の様式は、付紙第２１号様式のとおりと

する。

第８ 評価対象者等が異動をした場合の特例

１ 評価対象者が適性評価手続中に異動した場合の特例

⑴ 訓令第３２条第１項の規定については、異動後の適性評価実施責任者は、

異動後の評価対象者が登載された候補者名簿に係る大臣の承認が得られ次

第、異動前の適性評価実施責任者に対し、当該評価対象者の適性評価に関す

る事務の引継ぎを求めるものとする。

⑵ 訓令第３２条第１項に規定する引継ぎは、異動前の適性評価実施担当者が、



異動後の適性評価実施担当者に対し、異動した本省職員に係る同意書、質問

票及び調査票その他の関係書類の原本を添付して行うものとする。

⑶ 訓令第３２条第１項に規定する場合において、異動前の適性評価実施責任

者は、訓令第１７条第１項に規定する照会を第３第５項第１号に規定する手

順で行っているときは、防衛政策局調査課情報保全企画室に対して評価対象

者の異動を通知するものとする。

２ 評価対象者等が適性評価手続後に異動した場合の特例

⑴ 訓令第３３条第１項に規定する通知は、付紙第２２号様式により行うもの

とする。

⑵ 異動後の適性評価実施責任者は、前号の通知を受けた本省職員に係る同意

書、質問票、誓約書、調査票その他の関係書類の確認を行う必要があるとき

は、異動前の適性評価実施責任者に対してその写しの提出を求めることがで

きる。

第３章 適合事業者の従業者についての適性評価の実施関係

第１ 適性評価の実施体制

訓令第３４条と同様に、適合事業者の従業者に対する適性評価に係る規定につ

いては、本章に定めるもののほか、第２章第１第２項及び第３項、第２第２項第

１号及び第４号並びに第３項から第６項まで、第３第１項、第２項第３号から第

９号まで、第３項、第４項、第５項第２号、第６項及び第７項、第４第４項、第

５第１項、第２項及び第３項第２号並びに第６第２項、第３項、第５項及び第６

項の規定を準用する。

第２ 評価対象者の選定並びに適性評価の実施についての告知及び同意

１ 名簿の受領

⑴ 防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１０８号）第２条

に規定する契約担当官等は、適合事業者に対して、訓令第３章第２節から第

６節までに規定する事務を実施する受付窓口を事前に知らせるものとする。

なお、受付窓口を知らせるに当たっては、適性評価について分かりやすい説

明を併せて行い、その実施についてよく適合事業者の理解を得るものとする。

⑵ 訓令第３７条第２項に規定する「本省との保全契約を締結した後等」には、

適合事業者が随意契約（会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の３に

規定する随意契約をいう。）である保全契約の相手方として承認された後又

は適合事業者が保全契約の落札者となった後が含まれる。

⑶ 訓令第３７条第４項の規定による通知は、付紙第２３号様式により行うも

のとする。

⑷ 訓令第３７条第６項の規定による通知の様式は、適宜とする。



２ 名簿の承認

訓令第３８条第３項の規定による通知は、付紙第２４号様式により行うもの

とする。

第３ 調査の実施

１ 上司等に対する質問等

⑴ 適性評価実施担当者は、訓令第４３条第１項に規定する「評価対象者の職

務の遂行状況等についてよく知ると認める従業者等」を、評価対象者の上司、

人事担当者等の中から選定するものとする。

⑵ 適性評価実施担当者は、前項の規定による選定を行うに当たって、適合事

業者に対して評価対象者が所属する部署における上司についての情報を求め

るなど、適合事業者と調整を行うものとする。

⑶ 適性評価実施担当者は、訓令第４３条第３項の規定に基づき関係者に対す

る質問を行うに当たって、適合事業者に対して疑義を解消するのに適当な者

を紹介するよう求めるなど、適合事業者と調整を行うものとする。

⑷ 前各号の規定に基づき適合事業者との調整を行うに当たっては、評価対象

者が適性評価の対象となっていることは殊更に周知すべきものではないこと

から、意見を求める者の範囲を必要最小限にとどめるものとする。

２ 公務所又は公私の団体に対する照会

訓令第３４条において準用する訓令第１７条第１項の規定による照会は、以

下の手順で行うものとする。

ア 適性評価実施担当者は、調査において公務所等へ照会書を交付して照会を

行うことが必要と判断されるときは、適性評価実施責任者にその旨を報告す

るものとする。

イ 適性評価実施責任者は、アの規定による報告に基づき、公務所等へ照会を

行う必要がある旨を防衛大臣に報告することを、付紙第９号様式により防衛

政策局長に依頼するものとする。

ウ 防衛政策局長は、イの規定による依頼に基づき、公務所等へ照会を行う必

要がある旨を防衛大臣に報告するものとする。

エ 防衛大臣は、前項の報告を踏まえ、公務所等に対する照会を行う。

オ エの規定による照会は、防衛政策局調査課情報保全企画室を通じて行うも

のとする。

第４ 評価及び結果等の通知

１ 訓令第４５条第２項の規定による依頼は、付紙第２５号様式により行うもの

とする。

２ 適性評価実施担当者は、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者が、

誓約書を適性評価実施担当者に提出する際、その写しを特定秘密管理者に提出



することを求めるものとする。

３ 特定秘密管理者は、訓令第４８条第２項の規定による通知をするに当たり、

適合事業者に対し、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者が誓約書を

適性評価実施担当者に提出するまでの間は、特定秘密を漏らすおそれがないと

認められた者に特定秘密の取扱いの業務を行わせないよう求めるものとする。

第５ 苦情の申出とその処理

訓令第５０条第３項の規定による勧告、同条第４項の規定による報告及び同条

第５項から第７項までの規定による通知の様式は、適宜とする。

第６ 適性評価実施後の措置

特定秘密管理者は、訓令第５１条第１項に規定する必要な措置を講じたことに

つき、適合事業者に報告させるものとする。

第７ 適性評価の実施状況の記録

１ 訓令第５２条第１項に規定する帳簿の様式は、付紙第２６号様式のとおりと

する。

２ 訓令第５２条第２項に規定する帳簿の様式は、付紙第２７号様式のとおりと

する。

第４章 適性評価に関する個人情報等の管理関係

第１ 適性評価に関する文書等の管理

１ 訓令第５３条の規定に基づき適性評価に関する文書等を管理するに当たって

は、当該文書等を電磁的記録により保存することができる。

２ 適性評価実施責任者は、適性評価に係る文書等について、次の各号に掲げる

文書等の区分に応じ、当該各号に定める期間又はそれ以上の期間保存するもの

とする。

⑴ 適性評価の実施に当たって作成又は取得した文書等（次号に掲げるものを

除く。）評価対象者に対し、訓令第１９条第３項、第２２条第１項、第２３

条第１項、第４６条第１項又は第４７条第１項の規定による通知を行った日

の属する年度の翌年度の４月１日から起算し５年

⑵ 評価対象者から不同意書又は同意の取下書が提出された場合の適性評価の

実施に当たって作成又は取得した文書等 不同意書又は同意の取下書が提出

された日の属する年度の翌年度の４月１日から起算し３年

３ 特定秘密管理者は、適性評価に係る文書等について、次の各号に掲げる文書

等の区分に応じ、当該各号に定める期間又はそれ以上の期間保存するものとす

る。

⑴ 評価対象者が特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者であった場合

の訓令第２４条又は第４８条第１項の規定による通知に係る文書等 当該文

書等を取得した日の属する年度の翌年度の４月１日から起算し５年



⑵ 適性評価の結果等に係る文書等（前号に掲げるものを除く。）当該文書等

を取得した日から１年未満

４ 苦情処理責任者は、苦情の処理に当たって作成又は取得した文書等について、

訓令第２８条第１項又は第５０条第１項の規定による通知を行った日の属する

年度の翌年度の４月１日から起算し３年又はそれ以上の期間保存するものとす

る。

第２ 適合事業者等における個人情報等の管理

特定秘密管理者は、適性評価に関する文書等について、適合事業者と本省との

間で保全契約を締結する前であっても、適合事業者及び適合事業者の指揮命令の

下に労働する派遣労働者を雇用する事業主に対して、特定秘密の保護に関する訓

令第３７条第１項に規定する特約条項の内容を踏まえ、適切に管理するよう求め

るものとする。

第５章 雑則関係

第１ 他の行政機関からの求めへの対応

訓令第５７条に規定する同意の取得については、付紙第２８号様式により行う

ものとする。ただし、訓令第１０条に基づき、別記第３号様式の「適性評価の実

施についての同意書」の提出を受けることにより、既に当該評価対象者から同意

を得ている場合は、この限りでない。

第２ 検査

訓令第６１条に規定する検査については、防衛政策局長の指定する者が実施す

るものとする。

附 則

１ この通達は、平成２６年１２月１０日から施行する。

２ 第２章第４第２項第２号の規定中「特定秘密の取扱いの業務を行わせてはならな

い」とあるのは、法附則第２条の政令で定める日の前日までの間においては、「特

定秘密の取扱いの業務を行わせないように努めるものとする」と読み替えるものと

する。



付紙第１号様式（第２章・第３章関係）

○○．○○．○○

　（適性評価実施担当者）　殿

（適性評価実施責任者）

添付書類：別紙

　　　適性評価実施担当者の指名について（通知）

　標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６年
防衛省訓令第６５号）【第６条／第３６条】の規定に基づき、別紙のとおり通知する。



別　紙

備　考
整理
番号

氏　名 生年月日 所属部署・職名
職務の級
又は階級

有効期限



付紙第２号様式（第２章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（適性評価実施責任者） 殿 

 

 

（特定秘密管理者）      

 

 

候補者名簿の記載事項の変更について（通知） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）第７条第２項の規定に基づき、下記のとおり通知する。 

 

記 

 

１ 氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級 

   

 

３ 所属部署・職名 

 

 

４ 記載事項の変更内容 

   

 

５ 変更する理由 

   

 

 

 

 

 

 

  



付紙第３号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

防衛大臣 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

適性評価に関する候補者名簿について（申請） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）【第８条第１項／第３８条第１項】の規定に基づき、別紙の

とおり申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙 



付紙第４号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（特定秘密管理者） 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

適性評価の実施に関する候補者名簿の承認について（通知） 

 

 標記について、○○年○○月○○日付候補者名簿に登載されている者に関し、適性

評価を実施することについての防衛大臣の承認は別紙のとおりであるので、特定秘密

の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６５号）【第

８条第２項／第３８条第２項】の規定に基づき通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙 



付紙第５号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

防衛大臣 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

適性評価の実施における評価対象者の不同意について（報告） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）【第１１条第１項／第４０条第１項】の規定に基づき、下記

のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級【適合事業者の従業者の場合：所属部署】 

   

 

３ 所属部署・職名【適合事業者の従業者の場合：役職名】 

   

 

４ 不同意書の提出があった日 

   

 



付紙第６号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（特定秘密管理者） 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

評価対象者の不同意による適性評価の不実施について（通知） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）【第１１条第３項／第４０条第３項】の規定に基づき、下記

のとおり通知する。 

 

記 

 

１ 氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級【適合事業者の従業者の場合：所属部署】 

 

 

３ 所属部署・職名【適合事業者の従業者の場合：役職名】 

   

 

４ 不同意書の提出年月日 

   

 

 



付紙第７号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

防衛大臣 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

適性評価の実施における評価対象者の同意の取下げ等について（報告） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）【第１２条第２項／第４１条第２項】の規定に基づき、下記

のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級【適合事業者の従業者の場合：所属部署】 

 

 

３ 所属部署・職名【適合事業者の従業者の場合：役職名】 

   

 

４ 同意の取下書の提出があった日 

   

 

５ 適性評価の手続を中止した日 

 



付紙第８号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（特定秘密管理者） 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

評価対象者の同意の取下げによる適性評価手続の中止について（通知） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）【第１２条第４項／第４１条第４項】の規定に基づき、下記

のとおり通知する。 

 

記 

 

１ 氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級【適合事業者の従業者の場合：所属部署】 

 

 

３ 所属部署・職名【適合事業者の従業者の場合：役職名】 

   

 

４ 同意の取下書の提出があった日 

   

 

５ 適性評価の手続を中止した日 

 

   

 

 

 



付紙第９号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

防衛政策局長 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

適性評価の実施における公務所又は公私の団体への照会について（依頼） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令の運用につ

いて（防防調第１８１４４号。２６．１２．１０）【第２章第３第５項第１号イ／第

３章第３第２項イ】の規定に基づき、別紙のとおり依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙 



付紙第１０号様式（第２章・第３章関係）

○○．○○．○○

　防衛大臣　殿
　（防衛政策局調査課長　気付）

（適性評価実施責任者）

添付書類：別紙

　　　適性評価実施担当者証の発行について（依頼）

　標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６年
防衛省訓令第６５号）【第１８条／第３４条の規定により準用する第１８条】の規定に
基づき、別紙の対象者につき発行を依頼する。



別　紙

備　考
整理
番号

氏　名 生年月日 所属部署・職名
職務の級
又は階級

有効期限



付紙第１１号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

防衛大臣 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

適性評価手続の中止について（報告） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）【第１９条第２項／第３４条の規定により準用する第１９条

第２項】の規定に基づき、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級【適合事業者の従業者の場合：所属部署】 

 

 

３ 所属部署・職名【適合事業者の従業者の場合：役職名】 

   

 

４ 適性評価の手続を中止した日 

   

 

 



付紙第１２号様式（第２章関係）

○○．○○．○○

　防衛政策局長　殿

（適性評価実施責任者）

添付書類：別紙

　　　適性評価に関する調査の結果等についての防衛大臣への報告について（依
　　　頼）

　標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６年
防衛省訓令第６５号）第２１条第２項の規定に基づき、別紙のとおり依頼する。



適性評価実施責任者：

氏 名 氏 名
年
号

年 月 日 質問票 調査票 照会等 その他

（注１） 「評価に至る参考情報」欄においては、各項目における結果を記載又は記録（懸念が認められない者に○を、懸念が認められる者に✔を、一部懸念が認められる者に△を記載又は記録）

（注２） 「適性評価の結果に係る意見」欄においては、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた場合には「適性あり」と、当該おそれがないと認められなかった場合には「適性な
　　　し」と、適性評価の実施に係る同意が得られなかった場合は「不同意」と、同意が取り下げられた場合は「同意取下げ」と、訓令第１９条第１項の規定により適性評価の手続を中止した場合には「手続中止」と記
　　　載又は記録

評価対象者の評価結果について（行政機関の職員）

番
号

氏　名 フリガナ 生年月日

性別 所属部署・職名 発令日
職務の級
又は階級

評価に至る参考情報
適性評価の結果に係る意

見

別紙



付紙第１３号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（特定秘密管理者） 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

適性評価の結果について（通知） 

 

 標記について、別紙のとおり決定されたので、特定秘密の取扱いに関する適性評価

の実施に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６５号）【第２４条／第４８条第１項】

の規定に基づき通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙 



付紙第１４号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

防衛大臣 殿 

 

 

（苦情処理責任者）      

 

 

適性評価に関する苦情の申出について（上申） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）【第２６条第２項／第３４条の規定により準用する第２６条

第２項】の規定に基づき、下記のとおり上申する。 

 

記 

 

１ 氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級【適合事業者の従業者の場合：所属部署】 

   

 

３ 所属部署・職名【適合事業者の従業者の場合：役職名】 

   

 

４ 苦情の概要 

   

 

５ 申出の提出日 

   

 

６ 苦情を処理し、又は処理しない旨の方針 

   

 



付紙第１５号様式（第２章・第３章関係）

○○．○○．○○

　（苦情処理担当者）　殿

（苦情処理責任者）

添付書類：別紙

　　　苦情処理担当者の指名について（通知）

　標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６年
防衛省訓令第６５号）【第２６条第４項／第３４条の規定により準用される第２６条第
４項】の規定に基づき、別紙のとおり通知する。



別　紙

整理
番号

氏　名所属部署・職名
職務の級
又は階級

備　考



付紙第１６号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（苦情申出者の氏名） 殿 

 

 

（苦情処理責任者）      

 

 

適性評価に関する苦情申出について（通知） 

 

 あなたが○○年○月○日に申し出た適性評価に関する苦情について、下記のとおり

通知します。 

 

記 

 

１ 苦情の概要 

   

 

２ 苦情を処理し、又は処理しない旨の方針 

   

 

３ 苦情処理担当者 

   

 

 

 

 



付紙第１７号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

防衛大臣 殿 

 

 

（苦情処理責任者）      

 

 

適性評価に関する苦情に係る処理の方針等について（上申） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）【第２７条第４項／第３４条の規定により準用する第２７条

第４項】の規定に基づき、下記のとおり上申する。 

 

記 

 

１ 氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級【適合事業者の従業者の場合：所属部署】 

   

 

３ 所属部署・職名【適合事業者の従業者の場合：役職名】 

   

 

４ 苦情の概要 

   

 

５ 調査の結果 

   

 

６ 処理の方針 

   



付紙第１８号様式（第２章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（適性評価実施責任者） 殿 

 

 

（特定秘密管理者）      

 

 

特定秘密取扱職員の事情変更に伴って講じた措置について（通知） 

 

 標記について、下記のとおり適性評価実施後に特定秘密の保護に関する法律（平成

２５年法律第１０８号）第１２条第１項第３号に該当する事情が認められ、所要の措

置を講じたため、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）第３０条第２項の規定に基づき通知する。 

 

記 

 

１ 氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級 

   

 

３ 所属部署・職名 

   

 

４ 事情の概要 

   

 

５ 講じた措置 

   

 

 

 

 



付紙第１９号様式（第２章・第３章関係） 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

【特定秘密を業務として取り扱っている者の氏名／その上司等の氏名】 殿 

 

 

（特定秘密管理者）      

 

 

特定秘密を業務として取り扱っている者の事情変更に関する【連絡／申出】に

ついて（通知） 

 

 標記について、あなたから特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関

し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定）に規定する【連

絡／申出】を受けた下記の内容については、特定秘密の保護に関する法律（平成２５

年法律第１０８号）第１２条第１項第３号に規定する事情に該当しないと認めるので、

通知します。 

 

記 

 

１ 特定秘密を業務として取り扱っている者の氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級【適合事業者の従業者の場合：所属部署】 

   

 

３ 所属部署・職名【適合事業者の従業者の場合：役職名】 

   

 

４ 【連絡／申出】に係る事情の概要 

   

 



（適性評価実施責任者） （令和○○年○○月○○日現在）

性別 所　　属 発令日
職務の級
又は階級

告　知
年　月　日

実施同意
年　月　日

照会同意
年　月　日

不同意
年　月　日

同意取下
年　月　日

中止通知
年　月　日

質問票提出
年　月　日

調査票提出
年　月　日

照会依頼
年　月　日
（ＣＩｾﾝﾀｰ）

回　答
年　月　日
（ＣＩｾﾝﾀｰ）

照会依頼
年　月　日
（その他）

回　答
年　月　日
（その他）

上申受け
年　月　日

決　定
年　月　日

評価
結果

有効期限
年　月　日

本人通知
年　月　日

通知した実
施責任者

誓約書
提出年月日

特定秘管理
者への通知
年　月　日

通知受け
年　月　日

通知した
特定秘密
管理者

該当事由
適性評価
再実施の
有無

申出受理
年　月　日

処理／
不処理

処理方針の
決定年月日

処理内容
本人通知
年　月　日

フリガナ 生年月日

適　　性　　評　　価　　手　　続　　等　　登　　録　　簿

ＮＯ

書　類　提　出　状　況 照　　　　会 評　　　　　価 適性評価実施後の措置 苦　　　　　情

備　　考
氏　　名

評　　　価　　　対　　　象　　　者

付紙第２０号様式（第２章関係）

1　／　1



（適性評価実施責任者） （令和○○年○○月○○日現在）

性別 所　　属 発令日
職務の級
又は階級

不同意
年　月　日

同意取下
年　月　日

中止通知
年　月　日

評価
結果

本人通知
年　月　日

申出受理
年　月　日

処理／
不処理

フリガナ 生年月日

適　性　評　価　実　施　概　況　表

ＮＯ

評　　　価　　　対　　　象　　　者 書類提出状況 評　価 苦　情

備　　考
氏　　名

付紙第２１号様式（第２章関係）

1　／　1



付紙第２２号様式（第２章関係）

○○．○○．○○

　（異動後の適性評価実施責任者）　殿

　　　適性評価を実施した職員等の異動について（通知）

　標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６年
防衛省訓令第６５号）第３３条第１項の規定に基づき、別表のとおり通知する。

（異動前の適性評価実施責任者）

添付書類：別表、同意書（写し）、質問票（写し）、誓約書（写し）、調査票（写し）
　　　　　（各○通）



別　表

決定等年月日

有効期限

※適性を認められなかった者については、備考欄に適性なしと記載し、又は記録し、有効期限欄は空白とする。

※手続を中止した者については、備考欄に手続中止と記載し、又は記録し、決定等年月日及び有効期限欄は空白とする。

※適性評価を実施中の者については、備考欄に実施中と記載し、又は記録し、決定等年月日及び有効期限欄は空白とする。

※適性評価を未実施の者については、備考欄に未実施と記載し、又は記録し、決定等年月日及び有効期限欄は空白とする。

※別表に記載し、又は記録する者は、適性を認められた者だけでなく、適性を認められなかった者、不同意であった者
　、同意を取り下げた者、手続を中止した者、適性評価を実施中の者及び適性評価を未実施の者も対象とする。

※不同意であった者については、備考欄に不同意と記載し、又は記録し、決定等年月日欄に不同意書提出年月日を記載
　し、又は記録し、有効期限欄は空白とする。

※同意を取り下げた者については、備考欄に同意取り下げと記載し、又は記録し、決定等年月日及び有効期限欄は空白
　とする。

整理
番号

異動後の所属 異動前の所属
異動発令
年 月 日 氏

フリ

　名
ガナ

備　考



付紙第２３号様式（第３章関係）

○○．○○．○○

（適合事業者） 御中

（特定秘密管理者）

適性評価の実施に関する名簿について（通知）

貴社の従業者について、○○年○○月○○日付の適性評価に関する名簿に登
載されている者に関し、特定秘密の取扱いの業務を行なわせる必要がないと認
められる者がいたため、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に
関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定）の規
定により、別紙のとおり通知します。
【なお、別紙に記載されている者が貴社の指揮命令の下に労働する派遣労働

者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
（昭和60年法律第88号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいいます ）で。
あるときは、特定秘密の取扱いの業務を行なわせる必要がないと認められる者

※当該従業者であることを、当該従業者を雇用する事業主に通知してください。
】が派遣労働者である場合に追記

＜問合せ先＞
防衛省（部局名）
住所
電話
電子メール



付紙第２４号様式（第３章関係）

○○．○○．○○

（適合事業者） 御中

（特定秘密管理者）

適性評価の実施に関する名簿の承認について（通知）

貴社の従業者について、○○年○○月○○日付の適性評価に関する名簿に登
載されている者に関し、適性評価を実施することについての防衛大臣の承認は
別紙のとおりであるので、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施
に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１０月１４日閣議決定）の
規定により通知します。
【なお、別紙に記載されている者が貴社の指揮命令の下に労働する派遣労働

者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
（昭和60年法律第88号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいいます ）で。
あるときは、適性評価を実施することについての防衛大臣の承認について、当

※当該従業者が派遣労働者である場合該従業者を雇用する事業主に通知してください。
】に追記

＜問合せ先＞
防衛省（部局名）
住所
電話
電子メール



付紙第２５号様式（第３章関係）

○○．○○．○○

　防衛政策局長　殿

（適性評価実施責任者）

添付書類：別紙

　　　適性評価に関する調査の結果等についての防衛大臣への報告について（依頼）

　標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６年
防衛省訓令第６５号）第４５条第２項の規定に基づき、別紙のとおり依頼する。



適性評価実施責任者：

氏 名 氏 名
年
号

年 月 日 質問票 調査票 照会等 その他
適性評価の結果に係る意見

（注１） 「評価に至る参考情報」欄においては、各項目における結果を記載又は記録（懸念が認められない者に○を、懸念が認められる者に✔を、一部懸念が認められる者に△を記載又は記録）

（注２） 「適性評価の結果に係る意見」欄においては、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた場合には「適性あり」と、当該おそれがないと認められなかった場合に
　　　は「適性なし」と、適性評価の実施に係る同意が得られなかった場合は「不同意」と、同意が取り下げられた場合は「同意取下げ」と、訓令第３４条において準用する訓令第１９条第１項の規定により
　　　適性評価の手続を中止した場合には「手続中止」と記載又は記録

評価対象者の評価結果について（適合事業者の従業者）

番
号

氏　名 フリガナ 生年月日

性別
適合事業者名
・所属部署

役職名
（派遣労働者の
場合は「（派

遣）」と追記）

予定している
業務内容

（派遣労働者の
場合のみ記載）

評価に至る参考情報

別紙



（適性評価実施責任者） （令和○○年○○月○○日現在）

性別 本籍地
適合事業者名
・所属部署

役職名
（派遣労働者の
場合は「（派
遣）」と追記）

予定している
業務内容

（派遣労働者の
場合のみ記載）

告　知
年　月　日

実施同意
年　月　日

照会同意
年　月　日

不同意
年　月　日

同意取下
年　月　日

中止通知
年　月　日

質問票提出
年　月　日

調査票提出
年　月　日

照会依頼
年　月　日
（ＣＩｾﾝﾀｰ）

回　答
年　月　日
（ＣＩｾﾝﾀｰ）

照会依頼
年　月　日
（その他）

回　答
年　月　日
（その他）

上申受け
年　月　日

決　定
年　月　日

評価
結果

有効期限
年　月　日

本人通知
年　月　日

通知した実
施責任者

誓約書
提出年月日

特定秘管理
者への通知
年　月　日

通知受け
年　月　日

通知した
特定秘密
管理者

該当事由
適性評価
再実施の
有無

申出受理
年　月　日

処理／
不処理

処理方針の
決定年月日

処理内容
本人通知
年　月　日

フリガナ 生年月日

適　　性　　評　　価　　手　　続　　等　　登　　録　　簿

ＮＯ

評　　　価　　　対　　　象　　　者 書　類　提　出　状　況 照　　　　会 評　　　　　価 適性評価実施後の措置 苦　　　　　情

備　　考
氏　　名

付紙第２６号様式（第３章関係）

1　／　1



（適性評価実施責任者） （令和○○年○○月○○日現在）

性別 本籍地
適合事業者名
・所属部署

役職名
（派遣労働者の
場合は「（派
遣）」と追記）

予定している
業務内容

（派遣労働者の
場合のみ記載）

不同意
年　月　日

同意取下
年　月　日

中止通知
年　月　日

評価
結果

本人通知
年　月　日

申出受理
年　月　日

処理／
不処理

適　性　評　価　実　施　概　況　表

ＮＯ

評　　　価　　　対　　　象　　　者 書類提出状況 評　価 苦　情

備　　考
氏　　名 フリガナ 生年月日

付紙第２７号様式（第３章関係）

1　／　1



付紙第２８号様式（第５章関係）

適性評価の過程で得た情報の提供に関する同意書

私は 貴省 庁 が適性評価の実施に当たって取得した情報 保存期間 ５、 （ ） （ （

年適性評価の結果又は適性評価の手続を中止する旨を通知した場合）又は３

年（適性評価の実施についての不同意書又は同意の取下書が提出された場

合 ）を経過し、廃棄等されたものは除く ）が、今後、出向又は併任によ） 。

り他の行政機関において勤務し、又は自らの所属する企業が他の行政機関と

契約を行い、特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることと

なった場合において、当該他の行政機関での適性評価の実施に必要な範囲内

で、当該他の行政機関の長からの照会に応じて、提供されることがあること

について同意します。

年 月 日

氏名


